営　農　計　画　書

	当該農地の選定理由
	

	管理及び作業方法
	1 耕起　：
2 植付け　：
3 水管理　：
4 施肥・除草　：
5 病害虫防御　：
6 収穫　：
例）耕起 ： 田は所有しているトラクターにより耕起する。

畑は土の搬入を行い、必要に応じ除草剤を散布する。所有している耕うん機により耕起する。
例）水管理 ： 水稲は植え付け後、定期的に見回りを行い、適正に管理する。

きゅうり、なすは発芽までは水やりを行い、発芽後は乾燥しない程度に水やりする。
例）病害虫防御　： 見回り時に発見した場合等、必要に応じて駆除する。


	管理協力者の設置
（家族・知人等の支援者）
	□　無し 
□　有り（住所 ：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名 ：　　　　　　　　　　　　　）  

	収穫物の販売・流通
の方法
	例）一部を自家消費し、残りは農協へ卸す。畑作作物については、一部直売する。


	新規就農者など農作業経験のない場合，農機具の整備計画及び技術習得の方法など
	例）〇年〇月から〇年間、〇〇スクールで〇〇の栽培方法の研修受講予定。


	資金調達方法
	□　自己資金 □　借入（借入先 ：　　　　　　　　　　　　借入金額 ：　　　　　　　　円）

	加入農協名
	例）JA〇〇支店

	生産組合の協力
	例）〇〇生産組合加入


	耕作開始予定時期
	例）令和〇年〇月耕作開始予定


	作付（予定）作物名生産目標収量
	例）水稲　：　68㎏　


	その他
	


<誓約事項>
　このたびの農地法第３条第１項による許可申請に関して、次の事項を誓約します。
（個人・法人共通）
	権利取得後は、本営農計画書に基づき、農地を荒廃させることなく適切に耕作を行い、特別な事情がない限り、耕作の事業に供することなく当該農地を第三者に譲渡しません。
	□

	所要の許可等を受けることなく、農地の形状を変更したり、農地を耕作以外の用途に使用したりしません。
	□

	周辺農地の利用や地域の農業活動に支障を及ぼすことのないよう、地域との調和に十分配慮し、適切な農地利用に努めます。
	□

	農地法をはじめとする関係法令を遵守します。
	□


（法人のみ）
	農地法第６条第１項又は第６条の２第１項の規定により、当法人の事業状況等に関する報告書を、毎事業年度の終了後３カ月以内に、農業委員会に提出します。
	□


令和　　　年　　　月　　　日
　　　住所（所在） ：　
氏名（名称） ：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印
※許可申請時から１年以上先である場合には、所有権の取得は認められません。





※当該地での作物名・収量を記載してください。





誓約事項に☑













